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精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（イメージ）

○精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合
い、教育が包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を目指す必要がある。

○このような精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、計画的に地域の基盤を整備するとともに、市町村や障害福祉・介護事
業者が、精神障害の程度によらず地域生活に関する相談に対応できるように、圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科
医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的な連携による支援体制を構築していくことが必要。

安心して自分らしく暮らすために･･･

社会参加（就労）、地域の助け合い、教育

住まい

企業、ピア・サポート活動、自治会、ボランティア、NPO等

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、市町村

障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、保健所

バックアップバックアップ

バックアップバックアップ

・精神保健福祉センター（複雑困難な相談）
・発達障害者支援センター（発達障害）
・保健所（精神保健専門相談）
・障害者就業・生活支援センター（就労）
・ハローワーク（就労）

病気になったら･･･

医療

お困りごとはなんでも相談･･･

様々な相談窓口

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・精神科デイケア・精神科訪問看護
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

病院：
急性期、回復期、慢性期

介護・訓練等の支援が必要になったら･･･

障害福祉・介護

（介護保険サービス）
■在宅系：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス 等
■介護予防サービス

■地域生活支援拠点

（障害福祉サービス）
■在宅系：
・居宅介護 ・生活介護
・短期入所
・就労継続支援
・自立訓練 等

都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、都道府県本庁・精神保健福祉センター・発達障害者支援センター

バックアップ

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護 等

■施設・居住系サービス
・施設入所支援
・共同生活援助
・宿泊型自立訓練 等

日常生活圏域

基本圏域（市町村）

障害保健福祉圏域

※ 地域包括ケアシステムは、日常生活圏域
単位での構築を想定

※ 精神障害にも対応した地域包括ケアシス
テムの構築にあたっては、障害保健福祉
圏域ごとに、精神科医療機関・その他の
医療機関・地域援助事業者・市町村によ
る連携支援体制を確保

通所・入所通院・入院

圏域の考え方
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訪問

・自宅（持ち家・借家・公営住宅等）
・サービス付き高齢者向け住宅
・グループホーム 等

訪問

・市町村（精神保健・福祉一般相談）
・基幹相談支援センター（障害）

・地域包括支援センター（高齢）

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。
訪問相談にも対応します。



（難治性精神疾患や処遇困難事例等にも対応できるように、
都道府県立精神科病院に加えて、民間病院、大学病院、

国立病院なども参画した医療連携体制を構築することが望ましい）

○多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築に向けて、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保する
ための指針」を踏まえて、多様な精神疾患等ごとに各医療機関の医療機能を明確にし、役割分担・連携を推進する。

【圏域ごとの医療関係者等による協議の場の役割】
圏域内のあるべき地域精神科医療連携体制の構築を協議す
る場（特に、圏域内の病院・病院間連携および病院・診療所間
連携の深化を図る）
〈地域精神科医療提供機能を担う医療機関の主な役割〉
地域精神科医療の提供
〈地域連携拠点機能を担う医療機関の主な役割〉
①医療連携の地域拠点、②情報収集発信の地域拠点
③人材育成の地域拠点、④地域精神科医療提供機能支援
〈市町村の主な役割〉
精神保健福祉相談、在宅医療介護連携推進の総合調整
〈保健所の主な役割〉
圏域内の医療計画の企画立案実行管理
圏域内の医療関係者間の総合調整

精神医療圏における関係機関の役割

※１ 精神医療圏の設定にあたっては二次医療圏を基本としつつ、障害保健福祉圏域、老人福祉
圏域、精神科救急医療圏域等との連携も考慮し、地域の実情を勘案して弾力的に設定。

※２ 医療計画作成指針に基づく協議の場
※３ 精神科救急医療体制整備事業実施要綱に基づく協議の場

【都道府県ごとの医療関係者等による協議の場の役割】
都道府県内のあるべき地域精神科医療連携体制の構築を協
議する場（特に、多様な精神疾患等ごとに各医療機関の医療
機能の明確化を図る）
〈都道府県連携拠点機能を担う医療機関の主な役割〉
①医療連携の都道府県拠点、
②情報収集発信の都道府県拠点、
③人材育成の都道府県拠点、④地域連携拠点機能支援
〈精神保健福祉センターの主な役割〉
保健所、市町村への専門的支援（個別相談、人材育成等）
〈都道府県本庁の主な役割〉
都道府県全体の医療計画の企画立案実行管理
都道府県全体の医療関係者間の総合調整

三次医療圏における関係機関の役割

精神医療圏※１

多様な精神疾患等ごとに
地域精神科医療提供機能を担う

医療機関

多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制（イメージ）

多様な精神疾患等ごとに
地域連携拠点機能を担う

医療機関

その他の
医療機関

市町村

保健所

バックアップ

多様な精神疾患等ごとに
都道府県連携拠点機能を担う

医療機関

都道府県
本庁

精神保健福祉
センター

圏域ごとの医療関係者等による協議の場
精神疾患に関する圏域連携会議※２

圏域毎の精神科救急医療体制及び
身体合併症患者の医療体制に係る検討部会※３

都道府県ごとの医療関係者等による協議の場
精神疾患に関する作業部会※２

精神科救急医療体制連絡調整委員会※３
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多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築に向けた医療機能の明確化について

対応方針（多様な精神疾患等ごとに医療機能の明確化）

医療機
能

役割
要件

統合失
調症

認知
症

児童・思春
期精神疾患

精神科
救急

身体合
併症

自殺
未遂

う
つ

PT
SD

依存
症

てん
かん

高次脳
機能障害

摂食
障害

災害
医療

医療
観察

都道府
県拠点
機能

役割 ①医療連携の都道府県拠点,②情報収集発信の都道府県拠点,③人材育成の都道府県拠点,④地域連携拠点機能支援

要件
（例）

①地域連携会議の運営,②都道府県民・患者への積極的な情報発信（予防・治療に関する内容,地域資源に関する情報など）
③専門職に対する研修プログラムの提供（卒後専門領域研修など）
④地域連携拠点機能を担う医療機関からの個別相談への対応、難治性精神疾患・処遇困難事例の受け入れ

地域連
携拠点
機能

役割 ①医療連携の地域拠点,②情報収集発信の地域拠点,③人材育成の地域拠点,④地域精神科医療提供機能支援

要件
（例）

①地域連携会議の運営支援,②地域・患者への積極的な情報発信（予防・治療に関する内容,地域資源に関する情報など）
③研修の企画運営（個別事例の検討、多職種研修など）
④地域精神科医療提供機能を担う医療機関からの個別相談への対応,難治性精神疾患・処遇困難事例の受け入れ

地域精
神科医
療提供
機能

役割 ①医療連携への参画,②情報発信への参画,③人材育成への参画,④地域精神科専門医療の提供

要件
（例）

①地域連携会議への参画,②患者への情報提供、拠点機能を情報収集への協力
③研修への参加,④多様な精神疾患等ごとに求められる専門医療の提供

※疾患等ごとに都道府県拠点機能を担う医療機関を、少なくとも1カ所医療計画に明記。複数明記する場合は、一体的に機能できるように考慮すること。
※疾患等ことに地域連携拠点機能及び地域精神科医療提供機能を担う医療機関を、精神医療圏ごとに１カ所以上医療計画に明記するのが望ましい。

多様な精神疾患等ごとの都道府県拠点機能、地域連携拠点機能、地域精神科医療提供機能に関する医療機能の要件は、
都道府県ごとに設置される協議の場を通じて、地域の実情を勘案して個別に設定し、医療計画に明記すること。

現状・課題
○平成30年度からは、医療計画、障害福祉計画、介護保険事業（支援）計画の３計画が新たに開始することから、それぞ
れの計画が連動するように、同一の理念を共有する。また、改正精神保健福祉法に基づく「良質かつ適切な精神障害者
に対する医療の提供を確保するための指針」を踏まえて、多様な精神疾患等ごとに医療機関の役割分担・連携を推進す
るとともに、患者本位の医療を実現していけるよう、各医療機関の医療機能を明確化する必要がある。

○平成30年度からの第7次医療計画では、多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築に向けて、「良質かつ適切な精神
障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を踏まえて、多様な精神疾患等ごとに医療機能を明確化する。
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対応方針（推計式の開発）

○平成37年までに重度かつ慢性に該当しない長期入院精神障害者の地域移行を目指す（※）とともに、治療抵抗性統合失
調症治療薬の普及や認知症施策の推進による地域精神保健医療福祉体制の高度化を着実に推し進めることを目標とした
推計式を開発する。この際、人口の高齢化による影響も勘案する。
※平成32年度末(第５期障害福祉計画の最終年度)の時点では、重度かつ慢性に該当しない長期入院精神障害者の地域移行の半分を目指す。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、医療計画、障害福祉計画、介護保険事業（支援）計画に基づき基
盤整備するため、平成32年度末・平成37年の精神病床における入院需要及び地域移行に伴う基盤整備量の目標値を設定する。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けての入院需要及び基盤整備量の目標値①

現状・課題
○「精神保健医療福祉の改革ビジョン（平成16年）」では、「入院医療中心から地域生活中心へ」の理念のもと、退院率
等の目標値を掲げ、この達成により10年間で約７万床相当の精神病床数の減少が促されるとした。結果は、平成14年か
ら平成26年で、精神病床1.8万床（入院患者3.6万人）減少した。地域移行を進めるためには、新たな目標設定が必要。

○「重度かつ慢性」に関する研究班より、長期入院精神障害者のうち一定数は、地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整
備することによって、地域生活への移行が可能であると示唆された。このような研究成果等を踏まえつつ、平成32年度
末・平成37年（2025年）の精神病床における入院需要（患者数）及び、地域移行に伴う基盤整備量（利用者数）の目標を各
都道府県ごとに算出することのできる推計式を開発する必要がある。
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急性期入院需要

急性期入院需要

急性期入院需要

回復期入院需要 慢性期入院（長期入院）需要

回復期入院需要 慢性期入院（長期入院）需要

回復期入院需要 慢性期入院（長期入院）需要

地域移行に伴
う基盤整備量

地域移行に伴う基盤整備量

平成26年

平成32年度末

平成37年
（2025年）

急性期:3ヶ月未満の入院、回復期:3～12ヶ月未満の入院、慢性期:12ヶ月以上の入院



地域移行に伴う
基盤整備量

うち
65歳以上

うち
65歳未満

9.8万人 5.5万人 4.3万人

7.9万人 4.4万人 3.5万人

○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの進捗状況を評価する観点
⇒国が提示する推計式を用いて、各都道府県において、平成32年度末の精神病床における
１年以上長期入院患者数（65歳以上、65歳未満）の目標を設定
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急性期
入院需要

回復期
入院需要

慢性期
入院需要

うち
65歳以上

うち
65歳未満

合計
入院需要

5.8万人 4.9万人 14.6万人 9.2万人 5.4万人 25.3万人

5.8万人 4.9万人 15.7万人 9.8万人 5.8万人 26.3万人

地域移行に伴う
基盤整備量

うち
65歳以上

うち
65歳未満

4.6万人 2.5万人 2.0万人

3.5万人 1.9万人 1.6万人

平成32
年度末

最大

最小

平成32年度末（第5期障害福祉計画の最終年度）における全国の目標値（見込み）

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けての入院需要及び基盤整備量の目標値②

急性期
入院需要

回復期
入院需要

慢性期
入院需要

うち
65歳以上

うち
65歳未満

合計
入院需要

5.7万人 4.6万人 18.5万人 10.6万人 7.8万人 28.9万人

平成26
年

平成26年

▲ 3.9～2.8万人

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

急性期
入院需要

回復期
入院需要

慢性期
入院需要

うち
65歳以上

うち
65歳未満

合計
入院需要

5.8万人 5.0万人 9.7万人 6.5万人 3.2万人 20.6万人

5.8万人 5.0万人 11.6万人 7.6万人 4.0万人 22.5万人

平成37
年(2025年)

最大

最小

平成37年（2025年）における全国の目標値（見込み）

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

※四捨五入で端数処理しているため、合計値は一致しない場合がある。

※障害福祉計画等に基づき地域の基盤整備を実施。



精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、医療計画、障害福祉計画、介護保険事業（支援）計画が連動する
ように、より速やかに地域の実態を把握することのできる都道府県単位及び二次医療圏単位の共通のアウトカム指標を設定する。

医療計画、障害福祉計画におけるアウトカム指標の見直しについて①

現状・課題
○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、医療計画、障害福祉計画、介護保険事業（支援）計画が
連動するように、都道府県単位及び二次医療圏単位の共通のアウトカム指標を設定する必要がある。

○精神保健福祉資料（630調査）を用いた指標は、現時点で入手可能な最新のデータは３年前（平成25年度）となってお
り、計画の進捗管理に課題がある。このため、より速やかに地域の実態を把握できるように、630調査の改善を図ると
ともにNDBを用いて、新たなアウトカム指標を設定する必要がある。

対応方針（新たな指標への見直し）

指標 早期退院支援の
取組状況を評価する観点

地域移行の
進捗状況を評価する観点

医療計画 １年未満入院患者の平均退院率【630調査】
退院患者平均在院日数【患者調査】

３か月以内再入院率【630調査】
在院期間５年以上６５歳以上の退院患者数【630調査】
認知症新規入院患者２ヶ月以内退院率【630調査】

障害福祉計画 入院後３か月時点の退院率【630調査】
入院後１年時点の退院率【630調査】

長期在院者数の減少割合【630調査】

指標 早期退院支援の
取組状況を評価する観点

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの
進捗状況を評価する観点

医療計画
障害福祉計画

入院後３か月時点の退院率【※】
入院後６か月時点の退院率【※】
入院後１年時点の退院率【※】

※630調査/NDB

精神病床における１年以上長期入院患者数【※】
精神病床における65歳以上１年以上長期入院患者数【※】
精神病床における65歳未満１年以上長期入院患者数【※】

※630調査/NDB

現
状

Ｈ
30
か
ら

7※３ヶ月以内再入院率を含めモニタリングに有用な指標の活用を検討する



○早期退院支援の取組状況を評価する観点
⇒平成27年における上位10％の都道府県が達成している「精神病床における早期退院率
（推計値）」の水準以上を目指して、各都道府県において平成32年度末の目標を設定

全国の退院率（推計値）
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医療計画、障害福祉計画におけるアウトカム指標の見直しについて②

在院日数(日)

退
院
率

入院後3か月時点
の退院率

87％

365日
(1年)

出典：平成 28 年度厚生労働行政推進調査「精神科医療提供体制の機能強化を推進する政策研究」（研究代表者：山之内芳雄）」からの報告

入院後１年時点
の退院率

入院後6か月時点
の退院率

180日
(6ヶ月)

81％

8※ＮＤＢを活用して計算
※平成27年６月退院患者を対象にして推計退院曲線を作成



（目標値） 都道府県別の入院後３か月時点の退院率（推計値）

都道府県別の入院後６か月時点の退院率（推計値）

都道府県別の入院後12か月時点の退院率（推計値）
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医療計画、障害福祉計画におけるアウトカム指標の見直しについて③

84%

上位10％

9

90%

69%

出典：平成 28 年度厚生労働行政推進調査「精神科医療提供体制の機能強化を推進する政策研究」（研究代表者：山之内芳雄）」からの報告※ＮＤＢを活用して計算
※平成27年６月退院患者を対象に作成した推計退院曲線から算出



精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態について

【対象】 入院させなければ精神障害のために自傷他害のおそれのある精神障害者
【要件等】 精神保健指定医２名の診断の結果が一致した場合に都道府県知事が措置することができる。

※ 緊急措置入院は、急速な入院の必要性があることが条件で、指定医の診察は１名で足りるが、入院期間
は７２時間以内に限られる。

２ 措置入院／緊急措置入院（法第２９条／法第２９条の２）

【対象】 入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態にない者
【要件等】 精神保健指定医（又は特定医師）の診察及び家族等のうちいずれかの者の同意が必要

※１ 病院管理者は、家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合、市町村
長の同意により入院させることができる。

※２ 応急入院は、入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、家族等の同意が得ら
れない者が対象。精神保健指定医（又は特定医師）の診察が必要であり、入院期間は７２時間以内に限られる。

※３ いずれも特定医師による診察の場合、入院期間は１２時間以内に限られる。

３ 医療保護入院／応急入院（法第３３条／法第３３条の７ ）

【対象】 入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者
【要件等】 精神保健指定医の診察は不要

１ 任意入院（法第２０条）



○精神保健指定医の診察及び家族等（※）の同意
が要件。
※以下に該当する者のうちいずれかの者。順
位はない。
・ 後見人又は保佐人
・ 配偶者
・ 親権者
・ 扶養義務者（民法の規定により、直系血
族、兄弟姉妹及び家庭裁判所に選任され
た三親等以内の親族とされている）

○市町村長同意による入院が可能なのは、家族
等がない場合又は家族等の全員が意思を表示
することができない場合（※）。
※所在地不明など

○退院請求は、本人のほか、家族等の全員が行う
ことができる。

○精神保健指定医の診察及び家族等（※）の同意
が要件。
※以下に該当する者のうちいずれかの者。順
位はない。
・ 後見人又は保佐人
・ 配偶者
・ 親権者
・ 扶養義務者（民法の規定により、直系血
族、兄弟姉妹及び家庭裁判所に選任され
た三親等以内の親族とされている）

○市町村長同意による入院が可能なのは、家族
等がない場合又は家族等の全員が意思を表示
することができない場合（※）。
※所在地不明など

○退院請求は、本人のほか、家族等の全員が行う
ことができる。

○精神保健指定医の診察及び保護者（※）の同意
が要件。
※以下の①～④の順位で１名のみ。上位の者
がない場合や所在地不明の場合等は下位の
者。
① 後見人又は保佐人
② 配偶者
③ 親権者
④ ②③の者以外の扶養義務者のうち家庭裁
判所が保護義務を履行すべき者として選
任した者（扶養義務者は改正後に同じ）

○市町村長同意による入院が可能なのは、保護者
がない場合又は保護者になり得る者の全員が
本人に治療を受けさせる等の義務を行うことが
できない場合（※）。
※所在地不明、長期間の疾病、破産など
※扶養義務者の同意が得られないときも含む

○退院請求は、本人のほか、保護者となった者（１
名のみ）が行うことができる。

○精神保健指定医の診察及び保護者（※）の同意
が要件。
※以下の①～④の順位で１名のみ。上位の者
がない場合や所在地不明の場合等は下位の
者。
① 後見人又は保佐人
② 配偶者
③ 親権者
④ ②③の者以外の扶養義務者のうち家庭裁
判所が保護義務を履行すべき者として選
任した者（扶養義務者は改正後に同じ）

○市町村長同意による入院が可能なのは、保護者
がない場合又は保護者になり得る者の全員が
本人に治療を受けさせる等の義務を行うことが
できない場合（※）。
※所在地不明、長期間の疾病、破産など
※扶養義務者の同意が得られないときも含む

○退院請求は、本人のほか、保護者となった者（１
名のみ）が行うことができる。

平成２５年精神保健福祉法改正による医療保護入院の同意要件の見直し

○ 医療保護入院は、自傷他害のおそれはないが、医療及び保護のため入院を必要とする精神障害者
で、任意入院を行う状態にない者が対象。

改正前 改正後

11



帰住先の保健所設置自治体が退院後支援計画に沿って
支援全体を調整（転出後も確実に引き継ぎ）

措置入院先病院

退
院
後

措
置
入
院
中

症状消退届

○ 都道府県知事等が、全ての
措置入院患者を対象に、 退院後
支援計画の案を作成

○ 計画案の作成に当たり
退院後支援の関係者が
参加する調整会議を開催

○ 病院管理者が
退院後生活環境相談員を

選任（病院における退院後支援
の中心的役割）

（措
置
解
除
の
手
続
）

○ 病院管理者が、院内の多
職種で退院後支援ニーズ
アセスメントを実施

○ 症状消退届に以下を記入

①アセスメント結果

②退院後支援計画案に関

する意見

退院後の支援
について、
制度的な
対応なし

訪問指導等に
関する意見等
（任意）

※ 退院後支援のルール
を明文化しているのは
約１割の都道府県等

都道府県
知事等

○ 症状消退届を踏ま
えて措置解除

○ 必要に応じて相談
指導

従来
措置入院先病院

見直し後

引き継ぎ
（通知）

○ 都道府県知事等は、症状消退届を
踏まえて、措置解除
※ 疑義があれば、原則として精神科医の

意見を聴く

○ 措置入院先病院からの意見を踏ま
えて退院後支援計画を決定

※ 帰住先の保健所設置自治体、入院先病院、
通院先医療機関
（必要に応じて、福祉サービス事業者、本人・家族） 等

※ 他の入院を経由せずに通院となる患者は、
原則として精神科医の意見を聴いて作成

症状消退届

参加・調整

都道府県知事・政令市長

帰住先の保健所設置自治体（都道府県、保健所設置市、特別区）

※ 措置解除後の移行先
「医療保護入院」（約５割）、「任意入院」（約２割）、
「通院等」（約３割）
引き続き入院する場合は、最後の退院時に計画を見直し

（関係者で共有）

退院後の医療等の継続支援の実施のために必要な対応について

12



【概要】
○平成27年１月下旬
聖マリアンナ医科大学病院に勤務する医師による指定医の指定申請のために提出されたケースレポートが、過去の指定申請
に使用されたケースレポートの内容と酷似している旨、申請を受理した関東信越厚生局より情報提供があった。

○平成27年４月及び６月
厚生労働省において指定医の申請を行った聖マリアンナ医科大学病院に勤務する医師の調査を行った結果、不正申請が疑
われる指定医がいることが判明した。医道審議会医師分科会精神保健指定医資格審査部会の意見を聴いた上で、指定申請
に当たり、自ら診断、治療に十分に関与していない患者についてのケースレポートを提出したとして、23人の指定医（申請者11
人、指導医12人）の指定の取消を行った。

○平成27年10月
医道審議会医道分科会の意見を聴いた上で、指定医取消処分を受けた12人（指導医）に対して２ヶ月の医業の停止処分、
11人（申請者）に対して１ヶ月の医業の停止処分を行った。

○平成28年10月及び11月
聖マリアンナ医科大学病院の指定医の取消処分を契機に、平成21年１月から平成27年７月に指定医の申請を行った者3,374
人について調査をした結果、不正申請が疑われる指定医がいることが判明した。このため、医道審議会医師分科会精神保健
指定医資格審査部会の意見を聴いた上で、指定申請に当たり、自ら診断、治療に十分に関与していない患者についてのケー
スレポートを提出したとして、89人の指定医（申請者49人、指導医40人）の指定の取消、４人の医師の新規指定申請の却下を
行った。また、指定医を辞退した医師の中に、不正申請に関与した医師６人（申請者４人、指導医２人）が含まれていた。

精神保健指定医に対する行政処分等について

13

（精神保健福祉法）精神保健指定医の指定及び指定の取消し
第十八条 厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指

定医（以下「指定医」という。）に指定する。
一 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
二 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
三 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
四 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修（申請前一年以内に行われたものに限る。）の課程を修了していること。

第十九条の二 指定医がその医師免許を取り消され、又は期間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消さなければならない。
２ 指定医がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき又はその職務に関し著しく不当な行為を行ったときその他指定医として著しく 不適当と認められるときは、
厚生労働大臣は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。

３ 厚生労働大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。


